
認定日：平成26年10月31日

申請者 地域：新潟県新潟市

自社産トマト、いちご等を利用した新商品の製造・販売及びレストラン営業
事業

◆ 平成１０年に有限会社を設立。
◆ 稲作４．０ha、施設園芸１．２ha（トマト０．９ha、いちご０．３ha）及び
露地野菜０．１haを栽培、２～５月の間は観光いちご園を営業。

◆ 糖度の高いフルーツトマトを県内でいち早く導入し、杉皮を培地に
使用した養液栽培により高品質、安定生産を確立。

有限会社 高儀農場

◆ 新潟市の国家戦略特別区域（農業特区）内に農家レストラン・直
売所・加工所を整備。

◆ トマト、いちごを活用した「ジェラート」、「クッキー」、「パン」等、米を
活用した「米粉パスタ」、「玄米カレー」、「リゾット」等、自社産農産
物の付加価値を高めたメニューと加工品を提供する。
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◆ 自社産トマト、いちご等を活用して付加価値の高い加工品を製造
し、新たに整備する農家レストランや直売所で販売することにより
経営の拡充を図る。

加工・直売・
レストラン

【総合化事業の目標】

【総合化事業の具体的な内容】

http://www.fruitstomato.com/

たかぎ

米粉パスタ

http://www.fruitstomato.com/

